
令和７年１２月２日 

株式会社エムアンドエムに対する 

景品表示法に基づく課徴金納付命令について 

消費者庁は、本日、株式会社エムアンドエムに対し、令和５年３月２８日に

東京都が行った景品表示法第７条第１項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同

社が供給する「アンリンクル」と称する医薬部外品に係る表示について、景品

表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添参照）を発出しま

した。 

１ 違反行為者の概要 

名  称 株式会社エムアンドエム（以下「エムアンドエム」という。） 

（法人番号 7010401094880） 

  所 在 地 東京都港区南青山六丁目２番９号 

  代 表 者 代表取締役 帆足 拓馬 

  設立年月 平成２３年７月 

  資 本 金 ９９９万円（令和７年１２月現在） 

２ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金対象行為（違反行為）に係る商品

「アンリンクル」と称する医薬部外品（以下「本件商品」という。）

⑵ 課徴金対象行為

ア 表示媒体

別表１及び別表２「表示媒体」欄記載の表示媒体 

イ 課徴金対象行為をした期間

令和４年７月２日から同年１１月２１日までの間

ウ 表示内容（別紙１及び別紙２） 

(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェ

ブページにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することによ

り、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の

作用により、数秒間等の極めて短い時間で、目周辺や口周辺、首等につ

いて、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように

示す表示をしていた。 
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(ｲ) 別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェ

ブページにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することによ

り、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の

作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消効果又

はたるみ改善効果を得られるかのように示す表示をしていた。 

エ 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第８条第３項の規定に

基づき、エムアンドエムに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、エムアンドエムは、当該

期間内に当該資料を提出しなかった。 

⑶ 課徴金対象期間

令和４年７月２日から令和５年５月３日までの間

⑷ 景品表示法第８条第１項ただし書きに該当しない理由

エムアンドエムは、本件商品について、表示内容の決定を委ねた者が作成

した前記⑵ウの表示内容を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象

行為をしていた。 

⑸ 命令の概要（課徴金の額）

エムアンドエムは、令和８年７月３日までに、５８８万円を支払わなけれ

ばならない。 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電 話：０３（３５０７）９２３９ 

ＵＲＬ：https://www.caa.go.jp/ 
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別表１ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

令和４年９月

８日、同月９

日、同月１３

日から同月１

６ 日 ま で の

間、同月２０

日から同月２

２ 日 ま で の

間、同月２７

日、同月２８

日、同月３０

日、同年１０

月３日、同月

４日、同月６

日、同月７日、

同月１９日か

ら２１日まで

の間、同月２

５日、同月３

１日、同年１

１月１日、同

月２日、同月

９日、同月１

６日、同月１

７日及び同月

２１日 

「大人女性

のホンネに

向き合う女

子ＳＰＡ！」

と称するウ

ェブサイト

を経由して

表示される

ウェブペー

ジ 

・「『目元の肉垂れ下がってる人は絶対して』 

更年期９割が知らない毎晩の習慣」 

・２枚の顔写真と共に、「※加工によるもの」及

び「どちらが若く見えますか？」との記載

・「４０代の悲劇… ブルドックシワ」との記載

と共に、目の下部のシワを強調した顔写真 

・漫画において、「塗るだけで肌がピーンよ！」、

「自宅で美容医療級のケアができるのよ！」、

「早速調べてみると」及び「え？目元のシワ

って自宅でもケアできるの？」との記載 

・「 」及び「色々クリーム試

してもだめで、衝撃を覚えたのがコレ まさ

か使ってシワがこんなにもすぐに伸びるなん

て…」との記載と共に、目元を比較する２枚

の写真 

・「 さん」及び「目のシワもほうれい線も

塗って数秒でピーンと伸びました。従来のク

リームのように時間をかけて消すんじゃなく

て、即効性があるのが嬉しいです」との記載

と共に、鼻から口にかけての部位を比較する

２枚の写真 

「 」及び「半分諦めていたんですが、

５０歳になって目のシワとお別れできるなん

て驚きでした。 何が凄いってこれ使って数

秒の変化なんですよ。」との記載と共に、目元

を比較する２枚の写真 

・「ＴＶで検証した際も、目のシワが数秒で伸び

たらしいのです！」 

・「世界驚きニュース 美魔女体験談 目のシ

ワが数秒でピーンと！ ”おうち整形”の検

証結果」との記載及び目元を比較する２枚の

写真と共に、「実際の写真 Ｂｅｆｏｒｅ ➡ 

Ａｆｔｅｒ」との記載 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・「３０代から５０代と幅広い年齢層が愛用し

てるのにも関わらず、共通して『目のシワが

数秒でピーンと伸びた』『目以外のシワも気に

ならない』『即効性が凄い』とめちゃくちゃ高

評価！！！！」との記載と共に、６名の人物

（うち４名は本件商品の容器を所持する人

物）の写真 

・「驚愕の実際映像 わかりやすいように動画

で撮りました↑」、「↓塗って数秒後↓」及び

「な、なにこれ凄い！！ものの数秒で目のシ

ワがきれいに…」との記載と共に、目元の変

化を示す４枚の画像 

・「でも、こんなに早く伸びるって事は…『すぐ

戻っちゃうんじゃない？』と思ったのですが

… 仕事から帰っても目のシワはピーンと伸

びたまま。」 

・漫画において、「ちょいちょい！お母さん、こ

れちょっと目のシワに塗ってみてくんな

い？」、「なによそれ」及び「あんたもこうい

うのよく買うわね～」との記載 

・「今年６８歳になる母のシワもこんなにあっ

けなく！」との記載と共に、目元のシワを強

調して比較する２枚の写真 

・「もしかしたら他のシワにも効果あるんじ

ゃ？ さっそく気になっていたほうれい線や

オデコのシワにも入念にぬりぬり。」

・「＜ほうれい線＞」及び「＜オデコ＞」の各部

位を比較する各２枚の写真と共に、「見事、ピ

ーンと伸び始めて 跡形もないぐらい…！ 

シワについに勝ちました！」との記載

・「目のシワ、ほうれい線、いろんなシワに試し

ましたが どれも効果アリ◎」及び「▼首も

こんなにピーンと」との記載と共に、首のシ

ワを強調して比較する２枚の写真

・「今もまだ使い続けているのですが…… 塗 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

らない日でもシワがこの通り！」との記載と

共に、目元の状態を比較する２枚の写真 

・「目が若返った事で、最近では２０代に間違え

られることも（笑）」との記載と共に、マスク

をした状態の顔写真 

・「シワが数秒でピーンの秘密とは？」及び「私

が試した“伊藤家の裏技”は…『アンリンク

ル』」

・「土台が崩れてしまったシワの隙間に瞬間浸

透し、シワをふっくら持ち上げてくれるんで

す。」 

・「【臨床結果】試した人の９８％に効果あり」 

・「目のシワがす～と伸びて鏡みていて感動し

ます。シワが気にならなくなると本当に印象

が変わりますよね。会社の同僚にも整形し

た？って聞かれました（笑）（３８歳／会社

員）」との記載と共に、目元を比較する２枚の

写真 

・「コンシーラーを塗っても隠せない目のシワ

が見事に…！◎これだけでも本当に有難かっ

たです。今はほとんどシワは気にならなくな

りましたよ！（４５歳／自営業）」との記載と

共に、目元のシワを比較する２枚の写真 

・「目もほうれい線もこれ１本で解決するのは

超コスパがいいと思う。マスクで顔が隠れち

ゃうから目だけでも若く見せたいですよね！

（５１歳／主婦）」との記載と共に、目元と頬

を比較するそれぞれ２枚ずつの写真 

・「ほとんどの方が１本使いきる頃にはシワな

しをキープしています♡↓↓↓ ＳＮＳなど

の評価を見ても試した人もしっかり定着して

いるようなので安心♪」 

（別紙１） 
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別表２ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

令和４年７月

２日 

「＼自宅で

永久シワ消

し！？／【医

師が暴露】国

が認めた○

○なら顔面

だるだる主

婦（４５）が

ピーンッ！ 

？製薬会社

共同開発ク

リームが凄

い」という見

出しから始

まるウェブ

ページ 

・２枚の顔写真と共に、「＼自宅で永久シワ消

し！？／【医師が暴露】国が認めた〇〇なら

顔面だるだる主婦（４５）がピーンッ！？製

薬会社共同開発クリームが凄い」との記載

・漫画において、「特に目元とほっぺたの緩い感

じがすごく似てるわ～」、「はっ！ うちの子

ブルドック… それってもしや… 顔がた

るんでるってこと！？」、「いやこれはまず

い！ たるみすぎ！恥ずかしくて外出でき

ないレベルじゃん…！！」、「もうダメだ…自

分の顔が気になってしかたない！」、「ブヨブ

ヨ」及び「だるんだるん」との記載

・「（なーんの悪気もなく言われ…逆に傷つきま

したよ…）」との記載と共に、人物の目元以下

の顔写真 

・「目元のたるみが消えた！？ “１０秒で目元

ピーン”の噂は本当だった！！」及び「凄

い！！全然違う！！ 使用前 使用後」との

記載と共に、目元を比較する２枚の写真 

・漫画において、「ほらコレ見てごらん 実際に

使った人たちみんな シワもたるみも消え

てるでしょ！？」との記載 

・「気になる目元の救世主！（５３歳／パート）」

及び「歳をとるにつれてだる～んとしてくる

目元。そんな悩みを持っていた私でも、１日

たった１０秒のスペシャルケアで理想の目

元になれました♪肌が荒れることもないの

で安心して使えます◎」との記載と共に、目

元を比較する２枚の写真 

・「シワもシミもこれ１つでＯＫ♡（５１歳／主

婦）」及び「『ほんとにコレ塗るだけで？』と

思ってましたが試してみたらすぐ驚き！シ

ワやシミに悩んで高級なパックとかいろい
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表示期間 表示媒体 表示内容 

ろ試してたけど、これなら一発で悩みが消え

ました♡」との記載と共に、目元を比較する２

枚の写真 

・「肌ピンッ！ほうれい線も一撃♪（４４歳／主

婦）」及び「このクリームなら塗ってすぐ潤っ

てハリが出ます！目元・口元が変わると見た

目の印象も若返ると身を持って実感しまし

た♪お肌にたっぷり潤いをチャージできる

のも嬉しいポイント♡」との記載と共に、ほう

れい線を比較する２枚の写真 

・「４５歳主婦がガチレポ♪ 衝撃の結果に大

号泣！」及び「話題のシワ消しクリームを早

速注文！」 

・「早速、気になる目元・口元にぬりぬり♪」 

・漫画において、「え、うそ！？さっと塗って目

元ピーンッ！！ ハリつや凄すぎる～♪ 

ヤバっ！これゼッタイ効くやつ！」、「気づ

いたらなんと…！」、「はっ！？」、「目元のシ

ワもほうれい線も…消えてる…！」及び「う

るる…」との記載 

・「ほうれい線もピーンッ！ ダルダルほっぺ

がスッキリしました～♪」との記載と共に、

ほうれい線を比較する２枚の写真 

・漫画において、「でもこれって私だけ？ 疑り

深い私は母（７５歳）の顔にも塗ってみるこ

とに」との記載 

・「すると、衝撃！！ ↓↓↓」及び「面白いほ

どシワが取れる取れる（笑）」との記載と共

に、目元を比較する３枚の写真 

・「『こんなに効くなら、私ももっと…』」、「私、

欲張って…シワが気になるところ全部に塗

ってみたんです！ すると…」及び「どこに

塗っても効果バツグン！」 

・「（おでこ）」、「（首）」及び「（手）」との記載と

共に、おでこ、首及び手を比較するそれぞれ 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

２枚ずつの写真 

・「私の顔のシワを解消した皮膚科医監修の“シ

ワ消しクリーム”とは…？」、「そんなブルド

ックのような私を変えてくれた神アイテム

こそ、」、「製薬会社と共同開発！！」及び「シ

ワ消しクリームとして話題の『アンリンク

ル』」との記載と共に、本件商品の写真

・「使用者のほぼ全員が実感！ 喜びの声が

続々！」 

・「コレまじで凄すぎ。。。 塗るだけ簡単なの

に、いつの間にか目元の小じわが完全消滅 

 口元にも塗ったらほうれい線も消えて大

満足♪ ＃アンリンクル ＃シワ消し ＃

シワの救世主」との記載と共に、目元及びほ

うれい線を比較する２枚の写真 

・「会う人みんなに『プチ整形したのか！？』っ

て聞かれるｗｗ 使ったのは芸能界で定番

のシワ専用クリーム。 これヤバッ ＃アン

リンクル ＃若返り」との記載と共に、２枚

の顔写真 

・「毎日１０秒の簡単ピーン肌ケアに感動 ほ

うれい線消えるスピードが反則レベル

…！！笑 しかも『シミ』まで消えてラッキ

ー！ こんなにすぐ効果出ちゃっていい

の？笑 ＃アンリンクル ＃エイジングケ

ア ＃シワ消し ＃美白」との記載と共に、

ほうれい線や頬を比較する２枚の写真 

・「日本最大級コスメサイト＼アットコスメで

も高評価続出／」、「 さ

ん」及び「目のシワもほうれい線も塗ってみ

たら、肌がピーン！ツヤ！っとして感動。 

 たるんだ肌にハリが出て、娘に『１０歳若

返ったね』と言われました♪ これはもう手

放せません！」との記載と共に、ほうれい線

を比較する２枚の写真 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・「アンリンクルでシワ・たるみを撃退した人が

続出！ みんな、確実に肌が若返ってます！ 

 やっぱり知ってる人は知ってるんですね

～♪」 

・「たった１，９８０円でシワもたるみも消える

わけですから、美容注射に比べたらコスパは

断然いいです♪」との記載と共に、美容注射

との料金、場所及びメリット・デメリットを

比較した表 

・「自宅で簡単にシワ・たるみを解決できるの

は、 “日本唯一※のシワ改善成分配合” 『ア

ンリンクル』だけ！ これを塗るだけであっ

という間に肌が若返りますよ～～～」 

・「顔がブルドッグのようにだるんだるんにた

るんで旦那からも“愛嬌のあるブサイク”と

言われた私（４５歳）に、 まさかこんな幸

せが訪れるなんて！」 

・目元とほうれい線を強調する各１枚の写真と

共に、「（↑こんなに老け顔だったとは…自分

の顔を思い出すだけでゾッとします）」との

記載

・漫画において、「“たるみ”も“シワ”も諦め

ないで！ 塗るだけで悩みは全部解消♪」と

の記載

（別紙２） 

9



10

別紙１



40代の悲劇…
ブルドックシワ

確かに30代後半に入って

どんどんシワが増えたけど…

おばあちゃんは言い過ぎでしょ。。
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色々試したけど
どれも効果なし…

こういうのって本当に効果がなくて
びっくりする・・・
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※画像はイメージです

『市販の化粧品は効果がない』

市販品はお肌の奥まで、
浸透する成分を入れてはいけない為、

たるみやシワの根本に届いていないんです！

目の皮膚は顔の中で1番薄く、

ファンデーションの刺激ですら、

お肌の土台を崩してしまうのです。
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ですが！

医薬部外品は

“効果効能試験に合格したもの”
しっかり肌奥に届くケア商品なんです！

シワを改善しようと、
色々なものを試してきたと思いますが、

どんなに高い化粧品でも
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医薬部外品以外は
全く意味がないというわけ。
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散々熱弁を聞いて…

帰宅した後

※画像はイメージです
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※画像はイメージです

※画像はイメージです

TVで検証した際も、

目のシワが数秒で
伸びたらしいのです！

※画像はイメージです

30代から50代と幅広い年齢層が
愛用してるのにも関わらず、共通して
『目のシワが数秒でピーンと伸びた』

『目以外のシワも気にならない』

『即効性が凄い』

とめちゃくちゃ高評価！！！！
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爆発的に話題に!!!
さらに調べてみると、

某コスメサイトでの評価も凄く高かった…！

※画像はイメージです

開けてみると、
クリームが入っていました…！
試しに手に塗ってみると…
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塗った瞬間お肌に浸透…！！

驚愕の実際映像

わかりやすいように動画で撮りました↑
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↓塗って数秒後↓

な、なにこれ凄い！！
ものの数秒で目のシワが
きれいに…😳✨

これは1回試してみると、
絶対感動すると思います。

でも、こんなに早く伸びるって事は…

「すぐ戻っちゃうんじゃない？」と
思ったのですが・・・

仕事から帰っても
目のシワはピーンと伸びたまま。
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今年68歳になる母のシワも

こんなにあっけなく！

もしかしたら
他のシワにも効果あるんじゃ？

さっそく気になっていたほうれい線や
オデコのシワにも入念にぬりぬり。

＜ほうれい線＞

＜オデコ＞

見事、ピーンと伸び始めて
跡形もないぐらい…！

シワについに勝ちました！
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目のシワ、ほうれい線、
いろんなシワに試しましたが

どれも効果アリ◎

▼首もこんなにピーンと

しかし、お風呂で洗い流すと
またシワが少し戻ってきました。。

つっぱってる感じはまったくなく
本当に不思議です。

今もまだ使い続けているのですが……
塗らない日でもシワがこの通り！

目が若返った事で、最近では
20代に間違えられることも(笑)

マスクマジック★

シワが数秒でピーンの秘密とは？

私が試した“伊藤家の裏技”は…

「アンリンクル」
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これが凄いクリームなんです！
では、目元のたるみやシワって
どうしてできるかご存知ですか？

ズバリ原因は…

コラーゲンの減少なんです。

なんと60代では20代の半分まで減少！
20歳を境に何もしなくても

減少してしまいます…

これによって、お肌の土台が崩れ
シワシワに…

そこで！
“伊藤家の裏技”

アンリンクルに含まれる

ナイアシンアミドが凄いんです。
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ナイアシンアミドは

日本で唯一！

『コラーゲンの産生を促進する』
と効果効能が認められた有効成分！
ナイアシンアミドによって

コラーゲンがたくさん作られるから
『シワ改善効果』が凄い！！

土台が崩れてしまった
シワの隙間に瞬間浸透し、

シワをふっくら持ち上げてくれるんです。

↓しかも↓

アンリンクルはシミの原因になる
メラノサイトの生成をブロックするから

透明感のある艶肌に!

シワを持ち上げ【シワ改善】
してくれるだけでなく

シミまで抑制してくれるまさに神成分！
これ1本でシワシミ両方のケアが可能に♪

わざわざ別でケアしなくていいのは
ずぼらおばさんの私にはかなり嬉しい。

26



<<アンリンクルを最安値で手に入れる

【臨床結果】試した人の98%に効果あり

目のシワがす～と伸びて鏡みていて感動します。シワが気にならなくなると本当に印象が変わりますよね。会社の同僚にも整形した？って聞かれました(笑)

（38歳/会社員）

コンシーラーを塗っても隠せない目のシワが見事に…！◎これだけでも本当に有難かったです。今はほとんどシワは気にならなくなりましたよ！
（45歳/自営業）
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目もほうれい線もこれ1本で解決するのは超コスパがいいと思う。マスクで顔が隠れちゃうから目だけでも若く見せたいですよね！


（51歳/主婦）

まとめ

あれから・・・

なんと数年ぶりに旦那に誘われて…♡
いくつになっても女性は

女として見てもらえると嬉しい(´;ω;｀)

本当にアンリンクルには感謝です。
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アンリンクルですが

定価はなんと9,980円(税込)…

実は今キャンペーン中で

2,980円(税込)！

＞公式サイトはこちら

これでも十分
お安くなっているのですが…

いまならアンケートに答えて
1,000円OFFクーポンGET🥰

なんとクーポンを使えば
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9,980円(税込)

↓

1,980円(税込)

1日なんと約66円という安さ♡

※アンケートはもう少し下にあります※

アンリンクルは

何回か続けろなんて
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これは本当に安心♡

もちろんコンビニ後払いもOKです！

お試しするなら

今がラッキーです♡
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肌のごわつき・たるみ

肌のシミやシワ

肌のくすみ

シワ改善を期待できる

シミの元メラニンの生成を抑制

マスクにつかない

レフ版効果でつや肌に

化粧を念入りにしなくていい

すっぴんに自信が持てる

周りから羨ましがられる事

前向きになれそう
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※こちらのボタンから特別サイトに飛べます※

緊急追記です！

実はアンリンクル…

注文が殺到してるみたい！

前回在庫切れした際は
SNSが大荒れしたそうです…(笑)

※画像はイメージです
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※画像はイメージです

他の目元ケアと比較しても
圧倒的にコスパがいいので、
目元のシワに悩んでいるなら、

売り切れになる前にとりあえず
1本だけでも試してみるのをお勧めします♪

ほとんどの方が１本使いきる頃には
シワなしをキープしています♡

↓ ↓ ↓

SNSなどの評価を見ても

試した人もしっかり定着
しているようなので安心♪

【 追伸 】

以前友人からこんな連絡が…
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※画像はイメージです

こんなこともあるみたいです(汗)

まだ迷っている方のために
今回のキャンペーンをまとめると

↓ ↓ ↓
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別紙２



たしかに昔と比べて老けたけど…

ブルドックはさすがに度が過ぎない？泣

ぜーったいに
綺麗になってやる！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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(同じ45歳の肌とは思えない透明感…羨ましすぎ)

…すると、ミカは衝撃的なことを

言い放ったんです！！↓

美容皮膚科医

美容医療にはリスクや副作用がつきもの。ここだけの話…失敗例って業界では結構
多いのよね…

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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いままで何万と投資してきたけど、
効果があるコスメに出会った試しなし。

実は・・・市販の化粧品は『シワには効果がない』って知ってましたか？

そもそも、年齢による深シワの原因は肌内部のコラーゲンが減少しているから。

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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だから急いでコラーゲンの補給が必須なのですが、
市販品には浸透する成分を入れられないので
肌の上を”なぞること”だけしかできません。

肌にコラーゲンが浸透すると科学的に認められたモノを使わないと、無意味だったんです…

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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しかも実はコレ・・・
“シワ消しアイテム”として、


芸能界では常識レベルのクリーム
なんですって！

＞＞えっ あの芸能人も愛用中
公式サイトで詳しくチェック！

美容皮膚科医

製薬会社と共同開発！日本唯一の有効成分だから、ニュースで取り上げられてたよ～！

気になる目元の救世主！
(53歳 / パート)

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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まさかこんな神アイテムがあったなんて！

これは買わなきゃ損だ！と思い、すぐに注文しちゃいました～♪

＞＞あなたのシワもこれで一発！
公式サイトはこちら♪

45歳主婦がガチレポ♪


衝撃の結果に大号泣！
話題のシワ消しクリームを早速注文！


2日後には自宅に届きました。
『国が認めたクリーム』ってどんなものだろ〜♪

とわくわくして開けてみたら…

パッケージがおしゃれで可愛い♡

歳をとるにつれてだる〜んとしてくる目元。そんな悩みを持っていた私でも、1日たった10秒
のスペシャルケアで理想の目元になれました♪ 肌が荒れることもないので安心して使えます◎

※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

シワもシミもこれ1つでOK♡

(51歳 / 主婦)


「ほんとにコレ塗るだけで？」と思ってましたが試してみたらすぐ驚き！シワやシミに悩んで
高級なパックとかいろいろ試してたけど、これなら一発で悩みが消えました♡

※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

肌ピンッ！ほうれい線も一撃♪

(44歳 / 主婦)


このクリームなら塗ってすぐ潤ってハリが出ます！目元・口元が変わると見た目の印象も若返
ると身を持って実感しました♪お肌にたっぷり潤いをチャージできるのも嬉しいポイント♡

※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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しかも、裏に

「医薬部外品」「薬用」
の文字が…！

箱にもしっかり“シワ改善”

って書いてある♪

さすが製薬会社共同開発！
効くのは間違いなし！って感じですね♡

美白にも効果アリ
なんて…嬉しすぎます♪

手に出してみるとこんな感じ↓

これ、すごっ 

ずーっとしっとりツヤツヤ☆

潤い守ってハリを逃がさない！
早速、気になる目元・口元にぬりぬり♪

そう確信した私は、毎日朝晩2回塗ってみることに。

すると・・・

さすが芸能人御用達アイテム。
芸能界で流行してるだけあって、


すごい効果だなと思いました♪
ちなみに…

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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ほうれい線もピーンッ！
ダルダルほっぺがスッキリしました～♪

コレ、ほんとに凄すぎます…!!

すると、衝撃!!
↓↓↓

面白いほどシワが取れる取れる(笑)
「こんなに効くなら、私ももっと…」

私、欲張って…シワが気になるところ全部に
塗ってみたんです！すると・・・

（おでこ）


（首）


（手）


 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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どこに塗っても効果バツグン！

簡単に、しかも短期間で
キレイになれて嬉しすぎ♡
年齢・性別・肌質問わず使えて、


効果が出るというのも納得ですね！
＞＞あなたのシワもこれで一発！

最安値キャンペーンはこちら♪

私の顔のシワを解消した皮膚科医監修の“シワ消しクリーム”とは…？

そんなブルドックのような私を変えてくれた

神アイテムこそ、

製薬会社と共同開発
シワ消しクリームとして話題の

『アンリンクル』

アンリンクルに高濃度配合されているのは日本で唯一※シワ改善効能を認可された「ナイアシンアミ
ド」という特別な成分。

実は、深シワが発生する真皮層のコラーゲンを増やせるのはこの成分だけなんです！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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この究極のシワ改善成分が…

肌の奥からコラーゲンを増加させて
肌に弾力とハリを取り戻し、


シワを改善してくれるんです！

厚生労働省から

「シワが消える」と効果が認められた


【医薬部外品】なので

実力は本物です！

ちなみに、ナイアシンアミドには美白効果もあるからシミも一気に解決！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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肌の奥まで浸透し、シミのもと「メラニン」の生成を防いで、シミを撃退してくれるんです！

実際に肌で試してみてください。

モチモチぷるぷるの“ハリ＆美白肌”を実感できますよ♡

＞＞【国公認】シワもシミも一気に解決！
お得なキャンペーンはこちら！

使用者のほぼ全員が実感！

喜びの声が続々！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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さ・ら・に
日本最大級コスメサイト


＼アットコスメでも高評価続出／

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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アンリンクルでシワ・たるみを撃退した人が続出！

みんな、確実に肌が若返ってます！
やっぱり知ってる人は知ってるんですね～♪

＞＞あなたも-10歳肌を目指してみる…？
公式サイトはこちら

急いで!!売り切れ続出で

買えないって本当！？

多数のメディアで紹介されて

「アンリンクル」の認知度が爆上がり！

発売直後から飛ぶように売れて、

今や美魔女の必須アイテム！
芸能人やモデルも愛用していると


SNSで話題沸騰！

あまりにも人気で入手困難な状況がずっと続いている様子。
SNSをチェックしてみると

「売り切れで買えなかった」
という声が多数…

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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ちなみに、某フリマアプリでは記録的な価格高騰で爆売れ！
全部売り切れでした…  

現在、人気がありすぎて在庫切れ続出の状況だそうです… 

【本日更新】7月2日（土）

80%OFFのスペシャル価格！？

今、慌てて更新してます
たった今確認したところ、
定価9,980円+送料の「アンリンクル」が、なんと・・・

今だけ特別キャンペーンを開催してました！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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在庫切れの期間が長く続いていたから、お詫びの意味を込めたキャンペーンってことらしい♪

7,000円もお得に購入できるなんてラッキー！

メーカーさんにお願いしたところ・・・

この記事限定でさらに
1,000円OFFクーポン付きに…

　【期間限定】の特別クーポン♪　
　赤字覚悟の強烈値下げです！

通常価格9,980円(税込)


▽▽▽

この記事限定クーポン
80％オフ「1,980円（税込）」


で試せちゃいます！
（全国どこでも送料無料）

すごい！8,000円もお得♡


しかも通販にありがちな


定期縛りもナシ！
1回目で解約してもOKです♪

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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もちろん
コンビニ後払いもOK！

たった1,980円でシワもたるみも消えるわけですから、美容注射に比べたらコスパ
は断然いいです♪

ただし、1つだけ注意！
ある有名情報番組で


アンリンクルが紹介されて

24時間申し込みが殺到
現在、在庫は残りわずか…！！！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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今回の特別キャンペーンは在庫がなくなり次第即終了！
だからハッキリ言って早い者勝ちですよ！

残り在庫：
（リアルタイムで更新中）

自宅で簡単にシワ・たるみを解決できるのは、

“日本唯一※のシワ改善成分配合”
「アンリンクル」だけ！
これを塗るだけであっという間に肌が若返りますよ～～～ 
シワ・たるみで悩んでいる方、
お得な機会を逃して後悔する前に、まずは試してみてください！ゼッタイ満足できますから♪

＞＞公式サイトはこちら

追伸：老け顔を卒業した私は今…！

まさか娘に間違われるなんて・・・
20歳ぐらい若く見えてるってこと！？

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82

54

https://ads-edge.com/link.php?i=pgyk1qjb8f3c&m=mh229vhuhpqb&gclid=
https://ads-edge.com/link.php?i=pgyk1qjb8f3c&m=mh229vhuhpqb&gclid=


こんなウソみたいな話
本当にあるんですね！笑

ちなみに
最近の旦那はというと・・・

顔がブルドッグのようにだるんだるんにたるんで旦那からも“愛嬌のあるブサイク”と言われた私(45歳)
に、

まさかこんな幸せが訪れるなんて！
でももしあの時、
アンリンクルを買ってなかったら・・・

（↑こんなに老け顔だったとは…自分の顔を思い出すだけでゾッとします）
今は自宅で簡単にシワもたるみも消せる時代！
顔のシワ・たるみで悩んでいる方は、
特別キャンペーン開催中の今のうちに公式サイトをチェックしてみてくださいね！

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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残り在庫：3個

（リアルタイムで更新中）

公式サイト：https://sttd.jp/
※ボタンが反応しなければキャンペーンは終了してるみたいです。もし終わってたら本当にゴメンなさい(´;ω;｀)

特別価格キャンペーン終了まで
0日

と

17：12：47.97

です

コメント一覧

アンリンクルいいですよね。
私は使い初めて2ヶ月目ですが、周りから整形したの？って会うたびに聞かれて困ってます(笑)

この記事を読んでアンリンクル買いました!!

今では友人に勧めまくってます。コスパいいし。

アンリンクルの効果凄すぎない？ここまで効いたの初めてなんだけど。他のコスメ要らないや

＞＞ さん

わかる。アンリンクル試してシワに効くものってちゃんと存在するんだ…って初めて感じた。

あんま通販で買い物しないから不安だなぁ…
注文してからスグ届きますか？？

サイト混み合ってるみたいで全然開けない(;_;)

売り切れそうだから早く買いたいのに

匿名

＞＞ さん
私は注文から2日後に届きました！

商品が届いてからコンビニで支払えたので安心ですよ。

＞＞ さん
さっき注文できたんですが在庫、結構少ないらしいです…。
更新しまくって早く注文したほうが良いですよ!!

コメントする

お名前

コメント
コ メ ン ト を 送 信 す る

公式サイト：https://sttd.jp/

残り在庫：
（リアルタイムで更新中）

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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運営者情報

 締め切り間近！  名がこの記事を見ています。82
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令（以下「措置命令」という。）に関し、事業者がし

た表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示

をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項

の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

３ 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該

課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の

（参考１）
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政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国

庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした

期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、

かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五

十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事

業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、

当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき

は、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

４ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為

に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求め

られたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対

象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することがで

きない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品

若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者

から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課

徴金の納付を命ずることができる。 

５ 事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令（当該課徴金納付命令が確定してい

る場合に限る。）を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対

象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」

とあるのは、「百分の四・五」とする。 

６ 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に

掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。 

一 報告徴収等（第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の

命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。） 

二 第三項の規定による資料の提出の求め 

三 第十五条第一項の規定による通知 

 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節にお

いて同じ。）の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実

を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計

算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。た

だし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行

為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでな

い。 
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（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭（資金

決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第三条第七項に規定する第三者型発行者が

発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同

様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの（以下この項

において「金銭以外の支払手段」という。）を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。）

を交付する措置（金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の

交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。）

を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置

（以下この条において「実施予定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実

施予定返金措置計画」という。）を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期

限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置

を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該

認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第
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一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認

定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予

定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内

に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から

減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当

該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項

の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一

万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者

若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して

報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若し

くはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所

に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２・３ （略） 

 （権限の委任等） 

第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公

正取引委員会に委任することができる。 

３ （略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任

された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に

報告するものとする。 

５～１０ （略） 

１１ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定める

ところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十二条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含

む。）の規定による権限とする。 

（都道府県が処理する事務） 

第二十三条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のう

ち、法第七条第一項及び第二項並びに第二十五条第一項の規定による権限に属する事務（同項

の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要

があると認める場合におけるものに限る。）は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又

は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都

道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消

費者庁長官（法第二十五条第一項の規定による権限について、法第三十八条第二項の規定によ

り公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業

者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管

する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合に

あっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。）がその事態に適正かつ効率的に

対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費

者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 

２ 前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結

果を消費者庁長官に報告しなければならない。 

３ 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規

定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

○ 優良誤認表示（第５条第１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

○ 有利誤認表示（第５条第２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

・第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示とみなす。 

・第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示と

推定する。

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

⑦ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

不
当
な
表
示

（参考２）
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課
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金
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当
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実
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に
よ
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課
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金
額
の
減
額

（
第
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条
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課
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金
対
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行
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す

る
事

実
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事
業

者
に

対
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、
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金

額
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２
分

の
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額
す
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。
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手
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1
3
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業

者
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対
す
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手

続
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し
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弁

明
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機
会
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計

画
の

作
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２
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金
制

度
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第
1
2
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第
７
項

）
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き
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、
課
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を
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課
し

な
い

。

（参考３）
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別添 

※ 別添写しについては、添付を省略しています。

消表対第１６９７号

令和７年１２月２日

株式会社エムアンドエム 

代表取締役 帆足 拓馬 殿 

消費者庁長官 堀井 奈津子 

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

 貴社は、貴社が供給する「アンリンクル」と称する医薬部外品（以下「本件商品」という。）

の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品

表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を

行っていたので、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令

する。 

主   文 

 株式会社エムアンドエム（以下「エムアンドエム」という。）は、課徴金として金５８８

万円を令和８年７月３日までに国庫に納付しなければならない。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

 別紙記載の事実によれば、エムアンドエムが自己の供給する本件商品の取引に関し行っ

た表示は、景品表示法第８条第３項の規定により、景品表示法第５条第１号に規定する、

本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す

ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれがあると認められる表示と推定されるものであって、かかる表示をしていた行為

は、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件商品であ

る。 

  イ(ｱ) 本件商品について、エムアンドエムが前記１の課徴金対象行為をした期間は、令

和４年７月２日から同年１１月２１日までの間である。 

(ｲ) エムアンドエムは、本件商品について、前記１の課徴金対象行為をやめた後その
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やめた日から６月を経過する日前の令和５年５月５日に、前記１の課徴金対象行

為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示防止法施

行規則（平成２８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると認めら

れるところ、エムアンドエムが前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措置

をとった日までの間に最後に取引をした日は、令和５年５月３日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、前記１の課徴金対象行為に係る課徴金対象期間は、令

和４年７月２日から令和５年５月３日までの間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件商品に係るエムアンドエムの売上額

は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条の規

定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、１億９６３２万４９５

３円である。 

エ エムアンドエムは、本件商品について、本件商品に係る別紙別表１及び別表２にお

ける「表示媒体」欄記載のウェブページの表示内容の決定を委ねた者が作成した表示

内容を十分に確認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、当該

課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第

８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を

怠った者でないとは認められない。 

⑵ 前記⑴の事実によれば、エムアンドエムが国庫に納付しなければならない課徴金の

額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品の売上額に、１００

分の３を乗じて得た額から、景品表示法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端

数を切り捨てて算出した５８８万円である。 

 よって、エムアンドエムに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり

命令する。 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 
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 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別紙 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ 株式会社エムアンドエム（以下「エムアンドエム」という。）は、東京都港区南青山六

丁目２番９号に本店を置き、通信販売業等を営む者である。

２ エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品（以下「本件商品」という。）

を通信販売の方法により一般消費者に販売している。 

３ エムアンドエムは、本件商品の販売に関し、ブログその他のウェブサイトの運営者（以

下「アフィリエイター」という。）が当該ウェブサイトに当該アフィリエイター以外の者

が供給する商品又は役務のバナー広告等を掲載し、一般消費者がバナー広告等を通じて

広告主の商品又は役務を購入したり、購入の申込みを行ったりした場合など、あらかじめ

定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われる

「アフィリエイトプログラム」と称する広告手法を用いているところ、エムアンドエムは、

本件商品に係る別表１及び別表２における「表示媒体」欄記載のウェブページの表示内容

について、アフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして提供する「ア

フィリエイトサービスプロバイダー」と称する事業者又はアフィリエイターにその決定

を委ねることにより、当該表示内容の決定に関与している。 

４⑴ア エムアンドエムは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「表示期間」

欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブページにおいて、同表「表示内容」

欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商

品に含まれる成分の作用により、数秒間等の極めて短い時間で、目周辺や口周辺、首

等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表

示をしていた。 

イ エムアンドエムは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、別表２「表示期間」

欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブページにおいて、同表「表示内容」

欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商

品に含まれる成分の作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消

効果又はたるみ改善効果を得られるかのように示す表示をしていた。 

⑵ 消費者庁長官は、前記⑴の表示について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７

年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条第１号に該当する表示か否か

を判断するため、景品表示法第８条第３項の規定に基づき、エムアンドエムに対し、期

間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

エムアンドエムは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。
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別表１ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

令和４年９月８

日、同月９日、同

月１３日から同

月１６日までの

間、同月２０日

から同月２２日

までの間、同月

２７日、同月２

８日、同月３０

日、同年１０月

３日、同月４日、

同月６日、同月

７日、同月１９

日から同月２１

日までの間、同

月２５日、同月

３１日、同年１

１月１日、同月

２日、同月９日、

同月１６日、同

月１７日及び同

月２１日 

「大人女性のホ

ンネに向き合う

女子ＳＰＡ！」

と称するウェブ

サイトを経由し

て表示される

ウェブページ

・「『目元の肉垂れ下がってる人は絶対して』 更年期９

割が知らない毎晩の習慣」 

・２枚の顔写真と共に、「※加工によるもの」及び「ど

ちらが若く見えますか？」との記載

・「４０代の悲劇… ブルドックシワ」との記載と共に、

目の下部のシワを強調した顔写真 

・漫画において、「塗るだけで肌がピーンよ！」、「自宅

で美容医療級のケアができるのよ！」、「早速調べてみ

ると」及び「え？目元のシワって自宅でもケアできる

の？」との記載

・「 」及び「色々クリーム試しても

だめで、衝撃を覚えたのがコレ まさか使ってシワが

こんなにもすぐに伸びるなんて…」との記載と共に、

目元を比較する２枚の写真 

・「 さん」及び「目のシワもほうれい線も塗って

数秒でピーンと伸びました。従来のクリームのように

時間をかけて消すんじゃなくて、即効性があるのが嬉

しいです」との記載と共に、鼻から口にかけての部位

を比較する２枚の写真 

・「 」及び「半分諦めていたんですが、５０歳

になって目のシワとお別れできるなんて驚きでした。 

何が凄いってこれ使って数秒の変化なんですよ。」と

の記載と共に、目元を比較する２枚の写真 

・「ＴＶで検証した際も、目のシワが数秒で伸びたらし

いのです！」 

・「世界驚きニュース 美魔女体験談 目のシワが数秒

でピーンと！ ”おうち整形”の検証結果」との記載

及び目元を比較する２枚の写真と共に、「実際の写真 

Ｂｅｆｏｒｅ ➡ Ａｆｔｅｒ」との記載 

・「３０代から５０代と幅広い年齢層が愛用してるのに

も関わらず、共通して『目のシワが数秒でピーンと伸

びた』『目以外のシワも気にならない』『即効性が凄い』

とめちゃくちゃ高評価！！！！」との記載と共に、６

名の人物（うち４名は本件商品の容器を所持する人 
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表示期間 表示媒体 表示内容 

物）の写真 

・「驚愕の実際映像 わかりやすいように動画で撮りま

した↑」、「↓塗って数秒後↓」及び「な、なにこれ凄

い！！ものの数秒で目のシワがきれいに…」との記載

と共に、目元の変化を示す４枚の画像 

・「でも、こんなに早く伸びるって事は…『すぐ戻っちゃ

うんじゃない？』と思ったのですが… 仕事から帰っ

ても目のシワはピーンと伸びたまま。」 

・漫画において、「ちょいちょい！お母さん、これちょっ

と目のシワに塗ってみてくんない？」、「なによそれ」

及び「あんたもこういうのよく買うわね～」との記載 

・「今年６８歳になる母のシワもこんなにあっけな

く！」との記載と共に、目元のシワを強調して比較す

る２枚の写真 

・「もしかしたら他のシワにも効果あるんじゃ？ さっ

そく気になっていたほうれい線やオデコのシワにも

入念にぬりぬり。」 

・「＜ほうれい線＞」及び「＜オデコ＞」の各部位を比

較する各２枚の写真と共に、「見事、ピーンと伸び始

めて 跡形もないぐらい…！ シワについに勝ちま

した！」との記載 

・「目のシワ、ほうれい線、いろんなシワに試しました

が どれも効果アリ◎」及び「▼首もこんなにピーン

と」との記載と共に、首のシワを強調して比較する２

枚の写真 

・「今もまだ使い続けているのですが…… 塗らない日

でもシワがこの通り！」との記載と共に、目元の状態

を比較する２枚の写真 

・「目が若返った事で、最近では２０代に間違えられる

ことも（笑）」との記載と共に、マスクをした状態の

顔写真 

・「シワが数秒でピーンの秘密とは？」及び「私が試し

た“伊藤家の裏技”は… 『アンリンクル』」 

・「土台が崩れてしまったシワの隙間に瞬間浸透し、シ

ワをふっくら持ち上げてくれるんです。」
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表示期間 表示媒体 表示内容 

・「【臨床結果】試した人の９８％に効果あり」 

・「目のシワがす～と伸びて鏡みていて感動します。シ

ワが気にならなくなると本当に印象が変わりますよ

ね。会社の同僚にも整形した？って聞かれました（笑）

（３８歳／会社員）」との記載と共に、目元を比較す

る２枚の写真 

・「コンシーラーを塗っても隠せない目のシワが見事に

…！◎これだけでも本当に有難かったです。今はほと

んどシワは気にならなくなりましたよ！（４５歳／自

営業）」との記載と共に、目元のシワを比較する２枚

の写真 

・「目もほうれい線もこれ１本で解決するのは超コスパ

がいいと思う。マスクで顔が隠れちゃうから目だけで

も若く見せたいですよね！（５１歳／主婦）」との記

載と共に、目元と頬を比較するそれぞれ２枚ずつの写

真 

・「ほとんどの方が１本使いきる頃にはシワなしをキー

プしています♡↓↓↓」及び「ＳＮＳなどの評価を見

ても試した人もしっかり定着しているようなので安

心♪」 

（別添写し１） 
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別表２ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

令和４年７月２

日 

「＼自宅で永久

シワ消し！？／

【医師が暴露】

国が認めた○○

なら顔面だるだ

る主婦（４５） 

がピーンッ！？

製薬会社共同開

発クリームが凄

い」という見出

しから始まる

ウェブページ

・２枚の顔写真と共に、「＼自宅で永久シワ消し！？／

【医師が暴露】国が認めた〇〇なら顔面だるだる主婦

（４５）がピーンッ！？製薬会社共同開発クリームが

凄い」との記載

・漫画において、「特に目元とほっぺたの緩い感じがす

ごく似てるわ～」、「はっ！ うちの子ブルドック…

それってもしや… 顔がたるんでるってこと！？」、

「いやこれはまずい！ たるみすぎ！恥ずかしくて

外出できないレベルじゃん…！！」、「もうダメだ…自

分の顔が気になってしかたない！」、「ブヨブヨ」及び

「だるんだるん」との記載

・「（なーんの悪気もなく言われ…逆に傷つきましたよ

…）」との記載と共に、人物の目元以下の顔写真 

・「目元のたるみが消えた！？ “１０秒で目元ピーン”

の噂は本当だった！！」及び「凄い！！全然違う！！ 

使用前 使用後」との記載と共に、目元を比較する２

枚の写真 

・漫画において、「ほらコレ見てごらん 実際に使った

人たちみんな シワもたるみも消えてるでしょ！？」

との記載

・「気になる目元の救世主！（５３歳／パート）」及び「歳

をとるにつれてだる～んとしてくる目元。そんな悩み

を持っていた私でも、１日たった１０秒のスペシャル

ケアで理想の目元になれました♪肌が荒れることも

ないので安心して使えます◎」との記載と共に、目元

を比較する２枚の写真 

・「シワもシミもこれ１つでＯＫ♡（５１歳／主婦）」及

び「『ほんとにコレ塗るだけで？』と思ってましたが

試してみたらすぐ驚き！シワやシミに悩んで高級な

パックとかいろいろ試してたけど、これなら一発で悩

みが消えました♡」との記載と共に、目元を比較する

２枚の写真 

・「肌ピンッ！ほうれい線も一撃♪（４４歳／主婦）」及

び「このクリームなら塗ってすぐ潤ってハリが出ま
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表示期間 表示媒体 表示内容 

す！目元・口元が変わると見た目の印象も若返ると身

を持って実感しました♪お肌にたっぷり潤いを

チャージできるのも嬉しいポイント♡」との記載と共

に、ほうれい線を比較する２枚の写真 

・「４５歳主婦がガチレポ♪ 衝撃の結果に大号泣！」

及び「話題のシワ消しクリームを早速注文！」 

・「早速、気になる目元・口元にぬりぬり♪」 

・漫画において、「え、うそ！？さっと塗って目元ピー

ンッ！！ ハリつや凄すぎる～♪ ヤバっ！これ

ゼッタイ効くやつ！」、「気づいたらなんと…！」、

「はっ！？」、「目元のシワもほうれい線も…消えてる

…！」及び「うるる…」との記載 

・「ほうれい線もピーンッ！ ダルダルほっぺがスッキ

リしました～♪」との記載と共に、ほうれい線を比較

する２枚の写真 

・漫画において、「でもこれって私だけ？ 疑り深い私

は母（７５歳）の顔にも塗ってみることに」との記載

・「すると、衝撃！！ ↓↓↓」及び「面白いほどシワ

が取れる取れる（笑）」との記載と共に、目元を比較

する３枚の写真 

・「『こんなに効くなら、私ももっと…』」、「私、欲張っ

て…シワが気になるところ全部に塗ってみたんで

す！ すると…」及び「どこに塗っても効果バツグ

ン！」

・「（おでこ）」、「（首）」及び「（手）」との記載と共に、お

でこ、首及び手を比較するそれぞれ２枚ずつの写真 

・「私の顔のシワを解消した皮膚科医監修の“シワ消し

クリーム”とは…？」、「そんなブルドックのような私

を変えてくれた神アイテムこそ、」、「製薬会社と共同

開発！！」及び「シワ消しクリームとして話題の『ア

ンリンクル』」との記載と共に、本件商品の写真

・「使用者のほぼ全員が実感！ 喜びの声が続々！」 

・「コレまじで凄すぎ。。。 塗るだけ簡単なのに、いつ

の間にか目元の小じわが完全消滅 口元にも塗った

らほうれい線も消えて大満足♪ ＃アンリンクル  
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表示期間 表示媒体 表示内容 

＃シワ消し ＃シワの救世主」との記載と共に、目元

及びほうれい線を比較する２枚の写真 

・「会う人みんなに『プチ整形したのか！？』って聞か

れるｗｗ 使ったのは芸能界で定番のシワ専用ク

リーム。 これヤバッ ＃アンリンクル ＃若返り」

との記載と共に、２枚の顔写真 

・「毎日１０秒の簡単ピーン肌ケアに感動 ほうれい線

消えるスピードが反則レベル…！！笑 しかも『シ

ミ』まで消えてラッキー！ こんなにすぐ効果出

ちゃっていいの？笑 ＃アンリンクル ＃エイジン

グケア ＃シワ消し ＃美白」との記載と共に、ほう

れい線や頬を比較する２枚の写真 

・「日本最大級コスメサイト＼アットコスメでも高評価

続出／」、「 さん」及び「目のシ

ワもほうれい線も塗ってみたら、肌がピーン！ツ

ヤ！っとして感動。 たるんだ肌にハリが出て、娘に

『１０歳若返ったね』と言われました♪ これはもう

手放せません！」との記載と共に、ほうれい線を比較

する２枚の写真 

・「アンリンクルでシワ・たるみを撃退した人が続出！ 

みんな、確実に肌が若返ってます！ やっぱり知って

る人は知ってるんですね～♪」 

・「たった１，９８０円でシワもたるみも消えるわけで

すから、美容注射に比べたらコスパは断然いいです

♪」との記載と共に、美容注射との料金、場所及びメ

リット・デメリットを比較した表

・「自宅で簡単にシワ・たるみを解決できるのは、 “日

本唯一※のシワ改善成分配合” 『アンリンクル』だ

け！ これを塗るだけであっという間に肌が若返り

ますよ～～～」 

・「顔がブルドッグのようにだるんだるんにたるんで旦

那からも“愛嬌のあるブサイク”と言われた私（４５

歳）に、 まさかこんな幸せが訪れるなんて！」 

・目元とほうれい線を強調する各１枚の写真と共に、

「（↑こんなに老け顔だったとは…自分の顔を思い出
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表示期間 表示媒体 表示内容 

すだけでゾッとします）」との記載 

・漫画において、「“たるみ”も“シワ”も諦めないで！

塗るだけで悩みは全部解消♪」との記載

（別添写し２） 
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